
 １ 

◆ 不正薬物の密輸入事犯の摘発件数は、１６件（対前年比 ８４％） 

◆ 押収量は、 

 覚せい剤・大麻等（MDMA・向精神薬の錠剤型薬物を除く。）は、約５㎏（対

前年比 ２％） 

 MDMA・向精神薬の錠剤型薬物は、約５００錠（対前年比 ５％） 
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平成２２年２月４日 

門 司 税 関 

 

平成２１年の門司税関における密輸事犯の摘発状況について 

 

門司税関は、平成２１年の１年間に管内の空港や港湾等で摘発した密輸事犯の実績

をまとめましたのでお知らせします。 

 

 

１ 主な社会悪物品の密輸入事犯の摘発状況 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

 覚せい剤の密輸入事犯の摘発は、件数が８件（対前年比 89％）、押収量が約４.３㎏

（対前年比 1％）となっており、押収量ベースでは前年に比べ大幅に減少した。 

 大麻の密輸入事犯の摘発は、件数が２件（対前年比 50％）、押収量が約０．７㎏（対

前年比 50％）となっており、前年に比べ押収量は半減した。 

 仕出地別では、覚せい剤の摘発件数８件のうち、４件がタイ仕出であった。大麻に

ついては摘発件数２件のうち１件はインド仕出、もう１件はネパール仕出であった。 

 密輸入形態別では、社会悪事犯１６件の摘発のうち、９件が空港旅客であり、７件

が郵便物であった。 

 
 
 
 
 
 
 



 ２ 

２ 社会悪事犯に係る物件別摘発件数及び押収数量 
 
 

      年 別 

 

物件別 

 
１７年 

 
１８年 

 
１９年 

 
２０年 

 
２１年 

 
前年比 

(1)不正薬物       

覚せい剤   （件） 

（ｇ） 

1 

0.89 

4 

5,109.96 

5 

4,963.63 

9 

301,050.37 

8 

4,327.52 

89% 

1% 

大麻      （件） 

       （ｇ） 

 （本） 

10 

484.72 

1 

6 

10,244.88 

1 

7 

41.18 

0 

4 

1,416.86 

0 

2 

706.45 

0 

50% 

50% 

－ 

 

 

 

 

大麻草  （件）   

 （ｇ） 

7 

451.73 

2 

377.98 

4 

19.46 

3 

2.28 

1 

0.97 

33% 

43% 

大麻樹脂（件）   

（ｇ） 

2 

32.99 

3  

9, 866.90  

3 

21.72 

1 

1,414.48 

1 

705.48 

100% 

50% 

大麻たばこ（件） 

 （ｇ） 

1 

1(0.48g) 

1 

1(0.07g) 

0 0 0 － 

－ 

ヘロイン（件） 

（ｇ） 
0 0  

 

0  

 

0  

 

0  

 

－ 

－ 

コカイン（件） 

（ｇ） 
0 0 0 0 0 － 

－ 

あへん （件） 

（ｇ） 
0 0 0 0 0 － 

－ 

MDMA  （件） 

（錠） 
1 

4 

2 

7 

3 

152,665 

0 0 － 

－ 

向精神薬（件） 

（錠） 
2 

352 

6 

3,978 

1 

42 

5 

10,922 

3 

500 

60% 

5% 

その他  (件） 1 7 1 1 3 300% 

合 計   （件） 

（ｇ） 

（錠） 

15 

485.61 

356 

25 

15,354.84 

3,985 

17 

5,004.81 

152,707 

19 

302,467.23 

10,922 

16 

5,033.97 

500 

84% 

2% 

5% 

（２）銃砲等       

銃砲  （件） 

  (丁) 
0 0（1） 

（2） 

1 

4 

0 0 － 

 

実砲  （件） 

（発） 
0 0 0 0 0 － 

 

（注）１ 一事件で数種類の物件を押収した事例があるので、合計件数と１頁の摘発件数とは一

致しないことがある。 

 ２ 銃砲には空気銃を含み、実包には空気銃弾を含まない。 

３ 銃砲欄の（ ）外書きは、けん銃部品に係る件数と個数。 

 

 



 ３ 

 

【門司税関における主な摘発事例】 
 

《覚せい剤》 

【事例１】 

平成２１年２月５日、福岡空港税関支署において、大韓民国から到着した旅客の

携帯品検査により、着用中のスパッツ内に隠匿された 

覚せい剤 約４９０グラム 

を摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例２】 

平成２１年３月１日、福岡空港税関支署において、マレーシアから到着した旅客

の携帯品検査により、ソフトバッグ底部及びステンレス製水筒底部を工作して隠匿

された 

覚せい剤 約１キログラム 

を摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ４ 

【事例３】 

平成２１年７月１７日、福岡空港税関支署において、タイ王国から到着した旅客

４名の携帯品検査により、着用中の靴底及び体腔内に隠匿された 

覚せい剤 約１.１５キログラム 

を摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例４】 

平成２１年８月１８日、福岡空港税関支署において、マレーシアから到着した旅

客の携帯品検査により、ソフトスーツケースの両側面部分を二重工作し隠匿してい

た 

覚せい剤 約１.２キログラム 

を摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５ 

《大麻》 

【事例５】 

平成２１年５月１９日、福岡外郵出張所において、インドから到着した EMS（国

際スピード郵便）の輸入検査により、健康食品入りの円筒状プラスチックボトル内

に隠匿された 

大麻樹脂 約７００グラム 

を摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ケタミン》 

【事例６】 

平成２１年３月１３日、福岡外郵出張所において、台湾から到着した EMS（国際

スピード郵便）の輸入検査により、ジーンズ内２ヵ所に分散して隠匿された 

ケタミン 約３０グラム 

を摘発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 連絡・問合せ先  門司税関 税関広報広聴室 

℡０５０－３５３０－８３３３ 


